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令和６年６月改正「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（以下「入契

法」という。）の施行（令和７年 12 月）に伴い、新たに労務費ダンピング調査を実施しま

す。 

 

 

 

□ 対象工事(製造を含むが、物品の製造は含まない。以下同じ。) 

低入札価格調査制度適用案件（総合評価落札方式案件及びＷＴＯ対象案件）を対象とし

ます。 

※最低制限価格制度適用案件及び随意契約は対象外とします。 

 

□ 導入時期 

  令和８年４月１日以降に公告又は指名通知を行う工事案件から対象とします。 

 

□ 調査対象者 

  低入札価格調査制度適用工事の落札予定者又は落札候補者（以下「落札予定者」とい

う。）となった事業者 

 

□ 調査内容（詳細は「２労務費ダンピング調査実施手順」へ） 

①落札予定者の工事費内訳書に記載の直接工事費を確認 

  ②落札予定者の直接工事費の金額が一定水準より低い場合、理由書の提出を求め審査 

 

 

 

① 落札予定者の工事費内訳書に記載された直接工事費（労務費だけでなく材料費等も含め

た合計額）の金額が、一定水準額以上か確認します。 

 

  一定水準額＝本市設計書における直接工事費×０．９７ 

 

 落札予定者の直接工事費 ≧ 一定水準額 の場合⇒調査終了です。 

 

 落札予定者の直接工事費 ＜ 一定水準額 の場合⇒書類の提出が必要です。 

                        （②へ） 

 

② 入札時の工事費内訳書に記載の直接工事費が一定水準額未満の場合、労務費ダンピング

調査回答書（第１号様式）の提出が必要です。（契約第一課から連絡します。） 

期日までに提出がない場合、落札者としませんのでご注意ください。 

 

 

労務費ダンピング調査の実施について 

２  労務費ダンピング調査実施手順 

 １ 制度概要   



 

③ 提出された第１号様式の確認を行い、合理的な回答か否か判断します。 

④ 合理的な回答の場合：本工事案件の契約締結を行います。 

合理的な回答でない場合：契約手続きは続行しますが、建設Ｇメンに通報（入札契約適

正化相談窓口である関東地方整備局を経由）します。また、本市から改善措置の要請書

を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】財政局契約第一課 ℡：０４５－６７１－２２４６ 

 

 ３  労務費ダンピング調査フロー図 



■労務費ダンピング調査に関するＱＡ（令和８年３月18日版）
番号 質問 回答

1 労務費ダンピング調査の対象者は誰か。
全事業者ではなく、総合評価落札方式対象工事又はWTO
対象工事の落札予定者・落札候補者が対象となります。

2
落札予定者・落札候補者になると、必ず労務
費の確認が行われるのか。

対象工事であれば、労務費を含む直接工事費の確認は行わ
れます。

3
労務費ダンピング調査はどのように行われる
のか。

入札時にご提出いただいた工事費内訳書に記載の「直接工
事費」が「一定水準額（本市の工事費内訳書の直接工事費
×0.97）」以上か否かを確認し、下回った場合は、労務費
ダンピング調査回答書（要綱第１号様式）（以下、回答
書）を提出いただきます。回答書の内容により、一定水準
額を下回った理由が合理的か否かを判断します。

4
再度入札対象案件については、再度入札時に
提出した工事費内訳書の直接工事費で調査を
行うのか。

ご認識のとおりです。

5
契約後に請負代金額を変更する際にも「労務
費ダンピング調査」を行うのか。

労務費ダンピング調査は入札金額の内訳を対象とし、契約
後に金額変更があっても再調査は行いません。

6 随意契約は労務費ダンピング調査の対象か。 対象ではありません。

7
「労務費ダンピング調査」では、労務費を確
認するのか。

労務費を含んだ直接工事費を対象として確認を行います。

8
「労務費ダンピング調査」では、材料費や法
定福利費などの確認も行うのか。

材料費や法定福利費などの確認は行いません。

9
回答書を提出して合理的な回答でないと判断
された場合、契約できないのか。

契約は締結します。ただし、本市から改善要請を行うとと
もに、建設Gメンに通報いたします。
なお、労務費ダンピング調査回答書の提出がない場合には
落札者としません。

10
回答書には下請けの見積書等の根拠資料も必
要か。

根拠資料を提出する必要はありません。

11
回答書に該当する理由がなかった場合、どう
したら良いか。

回答書の「その他」欄に理由を記載してください。

12
回答書の理由欄に記載されている４項目は合
理的な理由と判断されるのか。

４項目は合理的な理由として判断します。

13
回答書の回答欄の複数個所に○印を付けても
良いのか。

回答欄の複数個所に○印を付けていただいても結構です。
ただし、その他にも○印が付いていた場合、「その他」の
記入内容によって、合理的な理由か否かを判断します。
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